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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成３０年１０月２２日（月） 午前 ９時５８分 開会 

                 午前１１時５０分 閉会  

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 安 藤  薫 副委員長 楢村 一臣   委  員 水谷   毅 

  委  員 弘  豊 委  員 三好 俊範   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正          教育長 箸尾谷知也 

教育次長兼教育総務部長 北 野 人 士  次世代育成部長 小 林 寿 弘 

上下水道部長 山 口  猛       同部参事兼経営企画課長 末 永 利 彦  

同課長代理 真 鍋 伸 也        同部参事兼料金課長 林  彰 彦   

水道施設課長 樫 本 宏 充       下水道事業課長 江 草 敏 浩 

       

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局総括主査 香 山 叔 彦 

同局書記 速 水 知 沙 

 

１．審査案件 

  認定第１号 平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第２号 平成２９年度摂津市水道事業会計決算認定の件 

認定第３号 平成２９年度摂津市下水道事業会計決算認定の件 
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（午前９時５８分 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから文教上下

水道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録書名委員は三好俊範

委員を指名いたします。 

 それでは、認定第３号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 認定第３号、平成２

９年度摂津市下水道事業会計決算認定の

件につきまして、決算書に基づき目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。 

 決算書の７２ページをごらんいただき

たいと思います。 

 平成２９年度摂津市下水道事業報告書、

１概況で、平成２９年度の有収水量は１，

１１５万３，６０６立方メートル、前年度

に比べ１万７，４０５立方メートルの増加

となっております。 

 これは大口需要家における使用水量が

２万７，８５９立法メートル増加したため

であり、大口需用家を除く有収水量は１万

４５４立方メートルの減少となっており

ます。 

 次に、使用料単価と汚水処理原価につき

ましては、７３ページの別表１使用料単価、

汚水処理原価に記載しておりますように、

使用料単価は１５７．４７円、汚水処理原

価は１６７．３４円となっております。汚

水処理原価のうち、資本費が１０９．１４

円と資本費の占める割合が高く、経費回収

率は９４．１０％となっており、汚水処理

費を下水道使用料で回収できていない状

態となっております。 

 ８２ページをお開き願います。 

 収益費用明細書、これは税抜きでござい

ますけれども、これについてご説明申し上

げます。 

 まず、収益でございますが、款１下水道

事業収益、項１営業収益、目１下水道使用

料は、１７億５，６３０万３，１７７円と

なっております。 

 目２他会計負担金は９億２，０２３万８，

１７９円となっております。これは一般会

計の負担となる雨水処理に係る負担金で

ございます。 

 目３受託事業収益は、３，３５６万３，

７４０円となっております。これは一般会

計の負担となる雑排水管等の維持管理に

係る収入でございます。 

 目４その他営業収益は、８５万４，１５

０円となっております。これは指定工事店

登録手数料などでございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は１

億９，６３８万３，２９５円となっており

ます。これは一般会計の負担となる企業債

利息などに係る負担金でございます。 

 目２長期前受金戻入は、８億７，７６５

万９，０９６円となっております。これは

固定資産の建設等に伴い交付された補助

金等を長期前受金として負債に計上した

上で、減価償却費見合いを収益化するもの

でございます。 

 目３建物物件収益は、１，４５８万２，

２４０円となっております。これは平成２

９年度以降に一般会計部局が市役所庁舎

４階フロアの一部を使用するに当たって

の負担金でございます。 

 目４雑収益は５，２３２万４，５０４円

となっております。これは主に過年度の安

威川流域下水道負担金の精算返戻金でご

ざいます。 

 ８２ページから８３ページにかけまし

て、款１下水道事業費用、項１営業費用、

目１管渠費は、１億８４１万８，３１９円
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となっております。これは公共下水道の維

持管理費でございます。 

 目２受託事業費は、３，３５６万３，７

４０円となっております。これは雑排水管

等の維持管理費でございます。 

 目３普及促進費は、４８万３，５８０円

となっております。これは水洗便所改造費

用の助成金などでございます。 

 目４業務費は３，５９２万８，７０６円

となっております。これは主に水道事業へ

の下水道使用料の徴収事務委託料でござ

います。 

 ８３ページから８４ページにかけまし

て、目５総係費は、４，８００万６，５９

７円となっております。これは下水道事業

全般に係る一般管理費でございます。 

 ８４ページ、目６流域下水道管理費は、 

６億９７８万７，９８３円となっておりま

す。これは安威川流域下水道の維持管理負

担金でございます。 

 目７減価償却費は２０億７，５０４万５

５５円となっております。これは固定資産

に係る減価償却費でございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は７億２，９５５万５，０９０

円となっております。これは主に企業債の

利子償還金でございます。 

 目３雑支出は１，０４６万５，６２４円

となっております。これは主に消費税に係

るものでございます。 

 項３特別損失、目１過年度損益修正損は、

１２８万８，２１８円となっております。

これは平成２４年度調定分の下水道使用

料不納欠損額でございます。 

 目２その他特別損失は、１，１３３万４，

０００円となっております。これは主に平

成２５年度から平成２８年度調定分の下

水道使用料不納欠損見込額でございます。 

 ８５ページ、続きまして、２資本的収入

支出明細書についてご説明申し上げます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は１

９億８，５３０万円となっております。こ

れは主に資本費平準化債でございます。 

 項２負担金等、目１公債費負担金は、１，

４０１万８，７６０円となっております。

これは吹田市の下水の一部が本市の下水

道管に流入するため負担金を徴収してい

るものでございます。 

 目２受益者負担金は、８４７万５，８１

０円となっております。これは都市計画法

の規定に基づき徴収するものでございま

す。 

 目３工事負担金は、８，７８４万７５円

となっております。これは三箇牧鳥飼雨水

幹線建設に伴う高槻市からの負担金でご

ざいます。 

 項３、目１国庫補助金は１億２，８１０

万円となっております。これは社会資本整

備総合交付金でございます。 

 項４、目１他会計負担金は、４億６，４

０２万５，１８９円となっております。こ

れは主に一般会計が負担すべき元金償還

金にかかる負担金でございます。 

 項５、目１他会計補助金は、３億６，７

３５万５，６９１円となっております。こ

れは主に元金償還金の汚水分に係る一般

会計からの補助金でございます。 

 項６、目１長期貸付金償還金は８７万２，

７００円となっております。これは水洗便

所改造資金貸付に係る返還収入でござい

ます。 

 次に、８５ページから８６ページにかけ

ての支出についてでございます。款１資本

的支出、項１建設改良費、目１公共下水道

整備費は３億４，９８０万２，３８１円と

なっております。これは主に工事請負費で
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ございます。 

 目２流域下水道整備費は、２，６１５万

２，７４０円となっております。これは安

威川流域下水道の建設負担金でございま

す。 

 項２、目１企業債償還金は、３９億２，

０５４万８，６０１円となっております。

これは元金償還金でございます。 

 続きまして、６０ページ、平成２９年度

摂津市下水道事業損益計算書につきまし

てご説明申し上げます。損益計算書は消費

税及び地方消費税抜きの金額となってお

ります。 

 まず、営業収益２７億１，０９５万９，

２４６円に対し営業費用は２９億１，１２

２万９，４８０円で、営業損失は２億２７

万２３４円となっております。 

 また、営業外収益１１億４，０９４万９，

１３５円に対し、営業外費用は７億４，０

０２万７１４円で差引額４億９２万８，４

２１円に営業損失を加えた経常利益は２

億６５万８，１８７円となっております。

これに特別損失１，２６２万２，２１８円

を差し引いた当年度純利益は１億８，８０

３万５，９６９円で、前年度繰越利益剰余

金がないため、当年度未処分利益剰余金も

当年度純利益と同額となっております。 

 続きまして、６２ページから６３ページ

の平成２９年度摂津市下水道事業剰余金

計算書につきましては、平成２９年度は地

方公営企業法の適用初年度のため、当年度

の変動額はございませんでした。平成２９

年度摂津市下水道事業剰余金処分計算書

につきましては、当年度未処分利益剰余金

１億８，８０３万５，９６９円のうち、減

債積立金の積み立てが１，０００万円で、

残り１億７，８０３万５，９６９円を繰越

利益剰余金とし、翌年度へ繰り越すもので

ございます。 

 ６４ページから６５ページの平成２９

年度摂津市下水道事業開始貸借対照表は

地方公営企業法の適用開始時の平成２９

年４月１日における下水道事業の財政状

況をあらわしており、資産合計は５６８億

８，３０９万１，２９４円となっておりま

す。負債合計は５２５億１，０２２万３，

０７８円、資本合計は４３億７，２８６万

８，２１６円で、負債合計と資本合計を合

わせた負債資本合計は５６８億８，３０９

万１，２９４円となり、資産合計と一致す

るものでございます。 

 ６６ページから６７ページの平成２９

年度摂津市下水道事業貸借対照表は平成

３０年３月３１日における下水道事業の

財政状況をあらわしており、資産合計は５

５６億８，９６２万５，６２１円となって

おります。 

 負債合計は５１１億２，８７２万１，４

３６円、資本合計は４５億６，０９０万４，

１８５円で、負債合計と資本合計を合わせ

た負債資本合計は５５６億８，９６２万５，

６２１円となり、資産合計と一致するもの

でございます。 

 ６８ページの平成２９年度摂津市下水

道事業キャッシュフロー計算書は、１年間

の資金収支の状況を活動区分別に表示し

た報告書で、業務活動によるキャッシュフ

ローは、１４億９，９７３万１，２３７円

の増加、投資活動によるキャッシュフロー

は、６，１８７万１，９６８円の減少、財

務活動によるキャッシュフローは９億１，

２３７万１，９２２円の減少で、全体の資

金の増減額といたしましては、５億２，５

４８万７，３４７円の増加となっておりま

す。 

 これに、平成２８年度末の資金残高１億
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５，９３７万７，３０９円を合わせました

平成２９年度末の資金残高は６億８，４８

６万４，６５６円となっております。 

 以上、平成２９年度摂津市下水道事業会

計決算内容の補足説明とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○安藤薫委員長 説明が終わりました。質

疑に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、下水道関係に

ついて質問させていただきます。 

 まず、決算概要１９２ページです。人件

費事業が１，０００万円ほど前年度に比べ

て増額しているんですかね。その主な理由

について説明いただきたいです。 

 決算書の損益計算書では、１億８，８０

０万円少しの黒字という会計報告になっ

ておりますが、賃借対照表において、平成

２９年度開始時とでは比較にならないか

もしれませんが、資本金等々が減っており

ます。そこのあたりについて、資本金が減

れば減るほど下水道事業ですので、下水道

事業にプラスアルファの投資をしていか

なければいけないと思いますけれども、平

成３０年度を踏まえて今後、そのあたりど

う処理されていくのか。下水工事に関して、

繰り返しになりますが、資本が減っていく

ともっと工事をふやしていかないといけ

ない部分もあるかと思いますが、どのよう

に考えていらっしゃるのか、お願いいたし

ます。 

 続きまして、同じく７６ページの平成２

９年度の雨水処理水量が平成２８度に比

べて増加しております。その傾向について

一つお伺いしたい。あと不明水量も同じく

増加しておりますけれども、そちらについ

てもお願いします。 

 １回目は以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 江草課長。 

○江草下水道事業課長 ３点目の業務量

の中の雨水の処理量の増の要因、あと不明

水の増の要因についてご答弁させていた

だきます。 

 まず、雨水の処理というのは摂津市の場

合、流域関連下水道ということで、この数

値につきましては、摂津市だけではなくて、

実際に、水みらいセンターとか、各所のポ

ンプ場で処理された量、かさ算出されてお

ります。 

 この中で、雨水の処理量につきましては、

単に雨が多く降ったということで、処理場、

ポンプ場を通過する雨水がふえたという

結果であるものでございます。 

 あと不明水につきましても、吹田市にも

一部ございますけれども、合流の地域がご

ざいまして、ゆるい雨の場合は、処理場に

おいて雨水の入った状態で処理場を通っ

てまいります。当然、雨の量がふえました

ら、有収水量と申しまして、実際下水道処

理費をもらっている量との差が、合流でご

ざいますので、その雨の水も通常の処理場

を通っていくという形になりまして、どう

してもその分が不明水という形で雨の増

加により、量がふえてしまうという構造の

下水の処理となっておりますので、こうい

う傾向が出たものであります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

ご質問にお答えさせていただきます。 

 １点目でございます。決算概要の１９２

ページの人件費事業でございますが、平成

２８年度につきましては、企業会計ではあ

りませんでした。この平成２９年度に至り

ましては、総係費とか、管渠費とか、ある
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程度費用に分配したというところで、この

総係費の中でもともと６名プラス再任用

１名の７名分の総係費の人件費があった

かと思うのですが、そこの分に対しまして、

総係費、管渠費との振り分けがございまし

て、減少していると。全体的に今回の場合

は、全体のもともと下水道事業１２名の正

職員という中では、人事的な扱いの中では

総括的に人事処理させていただいた。ただ、

この平成２９年度の４月から公営企業会

計になるため、各費用に人件費も分配して

いくというところでは整合性はとれてこ

ないというところでございます。 

 それと、資本金でございます。資本金に

つきましては、決算書の６２ページ、６３

ページというところで、工事をすると、そ

れを資本金に分配するというところで、今

年度は当初でございましたので、資本金の

ほうに転嫁したものいうところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 一つ目の質問です。雨水

量の増加について、ただ単純に雨がよく降

ったからというお話ですけれども、昨今、

本当に雨の量がどんどんふえていってい

ると思います。その対策として、下水配管

工事であったり、茨木市の関係にもなりま

すが、安威川ダムの建設についてですけれ

ども、工事が少しおくれているという話も

聞いております。そのあたりについて、少

し離れますけれども、お聞きしておきたい

のと、雨水対策が今後どのような形で進ん

でいくのか。改めまして、どれだけの水量

に耐えられるのかお聞きしていきたいと

思います。 

 人件費に関して、僕も少し間違っていま

したが、ふえたというのは理解できました。 

 ３番目、資本金の分ですが、４月１日時

点の資産の部で言いますと、４８０億円、

固定資産の構築物があります。管路の部分

が大半かと思いますが、今回、一般会計は

かなりの金額が入りまして、どうにか黒字

というふうな状態に決算書を見る限りは

なっているかと思います。 

 今後、管路の工事をどんどんしていって

いただいているのはわかるんですけれど

も、企業債の発行等を見ていきますと、か

なり正直厳しい状況なのかと。４８０億円

の構築物を、いつかは改修していかないと

いけないと思いますので、正直前々から話

もありますが、下水道料金の値上げについ

て、そろそろ本格的に考えていかないとい

けないのではないかと、決算書を見る限り

は読み取れたのですが、そのあたりについ

てもお伺いしていきたい。 

 本格的に考えている話なのか、もう少し

議論していく話なのか。どの程度考えてい

らっしゃるのか、お教えいただきたいです。 

 ２回目以上です。 

○安藤薫委員長 三好委員、雨水の質問の

中で関連して、安威川ダムについては所管

委員会が違いますので、それを除いて答弁

をしていただきたいと思います。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 三好委員の２回

目、雨水の対策の今後の予定についてのご

質問にお答えさせていただきます。 

 雨水の対策につきましては、摂津市全域

では平成２９年度末で９５．７％の整備が

完了しております。ただし、安威川以南に

ついては３４．２％という状況で、まだ低

い状況でございます。 

 現在、東別府の雨水幹線の工事を進める

手続を進めておりまして、順次、安威川以

南についても整備を進めていく予定をし
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ております。摂津市の雨水の対策はどれだ

けの雨に耐えられるかという問いでござ

いますが、摂津市の下水道、雨水の計画に

つきましては、時間雨量４８．４ミリとい

う形の計画をしております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

２回目の質問でございます。下水道事業、

企業債も多い中で経営状態、下水道使用料

ですが、どういうふうにしていくかという

ところですが、下水道使用料につきまして、

平成２９年度初年度の決算でございます

が、単年度１億８，８０３万円の黒字を確

保したところでございます。 

 ただ、今後、元利償還金、減少局面にあ

るものの減価償却費等々がございます。一

時的な利益が出るところもございますが、

元利償還金、減価償却費、減少することは

今後は老朽化が進んでいくというところ

でございます。その中で言いますと、現在、

私どもの市のほうでは管渠施設が大方を

占めるかと思うのですが、現在、５０年を

超える施設ではございません。ただ、委員

は知っておられると思いますが、下水道事

業は急激に進めたものでございます。それ

でいいますと、耐用年数が急激にやってく

るというところでございます。その中での

１０年後に耐用年数を超えるものが８％、

２０年後には半分以上が耐用年数を超え

ているというところでいいますと、今の水

道事業と変わらない状態になってくるの

かなと。 

 さらに流域下水道の維持管理費負担金

等々の費用も上がってくるといったとこ

ろでございます。その辺もなるべく平準化

を図っていただくようにお話をさせてい

ただいておるのですが、平成３０年度以降、

下水道使用料も、大口需要家の減少等々が

ございます。その中でいいますと、これか

ら毎年約１％ぐらいの使用料が減ってく

るという中でいいますと、収入の分でいい

ますと、下水道使用が基幹的な収入でござ

いますので、その辺、今年、下水道ビジョ

ンで経営戦略を立て直しております。その

辺ですと、ストック的な部分もございます

が、その辺を精査しながら将来的には、そ

ういうお話もある中で、できるだけ抑制を

しながらもある一定の時期には下水道の

使用料の変更というのは考えていかない

といけないかと考えておるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 雨水対策、雨水の水量に

ついて、わかりました。理解いたしました。

どんどん水量が上がってきますので、所管

外とはいえ、安威川ダム等々の設備、そし

てそれにつながる今残っている２番目の

質問ですけれども、設備の投資・改修等々

は、環境がどんどん変わってきております

ので、それに対する予算の準備というのは

本当に急務なのかと思います。 

 ２０年後に約半分の改修が必要という

ことですね。構築物の資本だけで見ても、

２４０億円はその時点で最低限必要なの

かと思いますので、それだけの財源を２０

年後までには用意、もしくはどこかから引

っ張ってこないといけないと単純に理解

したんですが、そうするためには、とても

じゃないですけど、一般会計だけでは足ら

ずですし、国から予算を引っ張ってくるで

すとか、その他にも考えていかないと、下

水に関しては上水と比べて、特にやってい

かないといけないのかなと、この決算書を

見させていただいた限りでは思ったので
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す。 

 あと２０年あるとはいえ、２０年しかな

いともいえますので、平準化してという答

弁はいただいんたんですけど、根本的に予

算が全然足らないと思うんですけど、それ

は企業債をどんどん発行していくつもり

なのか。同じような状況の自治体がふえて

くるから、国もまたそういった対策を進め

ていくかもしれませんけれども、現状で思

っていらっしゃる具体的な対策というの

は何かあるのかどうか。最後、もう一度お

聞きしたいです。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員の３回

目のご質問でございます。管渠施設の今後、

老朽化が進む状況の中でどういうふうに

していくかというところでございます。 

 管渠施設でございます。水道もそうです

し、ほかの施設でもそうだと思うのですが、

耐用年数が来たらすぐに交換しなければ

ならない、なかなか難しいところで、スト

ックマネジメントにおいて重要幹線には

耐用年数を短くするとか、重要管渠は５０

年たったらすぐに更新というところでは、

ある程度、その辺の計算もしていかないと

いけないのかというところでございます。 

 それと下水道管渠はかなり地中深うご

ざいます。その中で管路の更新、全ての管

路を更新するかというと、修繕というか更

生工事がございますが、中にもう一度管を

入れてやるという形で更生工事をしなが

ら、延命という形、これは大体下水道事業、

三好委員、見ていただいたら理解されると

思いますが、構築物の費用がかなり高うご

ざいますので、その辺でいいますと、更生

工事を中心に、それに対しての企業債とい

う形をとっていきたいという考えを持っ

ておりますし、現在の下水道事業におきま

しては、管路調査等々やっておりまして、

昭和４６年、４７年という段階の下水道管

渠の老朽化を調べながら、更生工事を並行

してやりながらやっているところでござ

いますので、全てが全て更新するというと

ころではございませんで、ただどうしても

更生できない管渠は更新しなくてはいけ

ないという思いを持っているのですけど、

その辺で費用を企業債の借り入れの減少、

費用全体を減少していきたいと考えてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

全部が全部一気に更新するわけじゃない

というのも理解できますし、補修という形

でいくというのも理解できます。ただ、先

ほど雨水量の話をお伺いしましたけれど

も、安威川以南のほうは特にそこまで進ん

でいない。プラスアルファ、最近の異常気

象で１００年に一度という雨が、本当に１

００年に一度なのかという頻度で降って

くる状況です。安威川以南に関しては、洪

水時、最大のときには人が助かるような高

さじゃない。３階、４階に避難しないと助

からないような最悪の状況になると聞い

ております。それをやっていくためには、

恐らく補修では足らないのではないか。む

しろもっと予算を割いていかないと、例え

ば、今ある分よりも太い管路にしていかな

いと足らないのじゃないかとなったとき、

今ある予算よりももっとふえることが想

定されると思うのです。 

 なので、今、補修や改修という形でお答

えいただきましたが、難しい課題ではある

のですが、２０年後には直面していく事態

なので、少しずつの改修になると思います

ので、それまでの間の準備をしっかりとし
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ていただければと思いますので、要望とし

て質問を終わります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 大きく２点ご質問させて

いただきます。 

 一つは、企業債のことでございますが、

先ほどのご答弁の中にもありましたよう

に、摂津市は一時、大きな投資をして下水

道事業をしたということで、決算書には昭

和６３年からの企業債、明細が載っており

ます。それで、この企業債の現状と償還計

画についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 ２点目です。ことしも震災、また台風等

で災害が相次ぎました。平成２９年度や管

渠費や受託事業などで維持管理の工事を

されておりますけれども、内水処理に対す

る対策をいろいろ試みておられると思い

ます。管の延命についての今後の計画につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 水谷委員からの

ご質問にお答えさせていただきます。 

 企業債の現状と今後の償還計画という

ことでございます。平成２９年度でござい

ますが、公共下水道債としまして、約１９

億円の借り入れをさせていただいたとい

うことでございますが、今後の分でござい

ますが、元金償還、ピークは平成１１年度

の企業債残高５４０億円というところで

ございます。今、平成２９年度末で３０７

億円という状況の中でいいますと、平成２

４年度が３９９億円で、約５年間で９２億

円の企業債を返してきたというところで

ございます。 

 最近で言いますと、利率がかなり低うご

ざいますので、利子分は大分減ってきてい

るのかなというところでございますが、今

後、現在借り入れしている部分は毎年返し

ていかしていただきますが、今の予定では

平成３０年度の２８９億円という元金を

減らしていくというところでございます

が、その間、先ほどのお話もありましたが、

更新工事等々、追加もございますが、現状

では平成３５年度では大体２０７億円、そ

の次では２００億円を切ってくるのかと

いうところで推移しているところでござ

いますが、平成２年度に下水道事業が大き

くやられているときに、利率７．３％、現

在は０．７％というところでは利率の高い

部分は依然残っているところでいいます

と、その辺を超えると、少し企業債の償還

も楽になってくるのかなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 水谷委員の震災

等の対策、今後の管の延命対策についての

ご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、摂津市の下水管ですが、今回の６

月の地震については、地震後すぐパトロー

ル等に回りましたが、被害は見受けられな

かった状況でございます。今後の延命対策

でございますが、現在、摂津市の重要管、

古い管で大口径の管につきましては、計画

的にカメラ調査を実施しております。 

 その中で、致命的な損傷というのは現在

見受けられていない状況でございまして、

その中でクラックや、下水管の中に根っこ

が入ってきているなど、そういう状況につ

きましては、次年度、順次修繕を行ってお

るという状況でございます。 

 地震対策につきましても、平成１８年度
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から地震に強いと言われているリブ管と

いわれるもの使用、マンホールと管渠をつ

なぐところにつきましては、動くような継

ぎ口の使用、そういう形で対策しておりま

して、今後そういう管がどんどんふえてま

いりますので、その辺の延命についても間

接的につながっていくのではないかと考

えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 企業債の件です。毎年少し

ずつ残高が減っているということで理解

ができました。９０ページからの明細にも

ございますが、後半のほうの平成２７年あ

たりから借換債が起債されておりますが、

債務の内容によっては、借換債を適用でき

る内容とそうではない内容があるという

ふうに伺っているのですが、この借換債の

活用についてどうお考えなのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 ２点目の災害対策については、今回震災

においては大きな傷みはなかったという

ことでお聞きしております。ご答弁があり

ましたリブ管等の設置にも力を入れてい

ただいて、今後、あっては困るのですが、

大きな震災等の災害があったときを見越

して、どちらかというと老朽管の対策が今

まで主体だったものを、ある意味軸足を災

害対策のほうに移行しながらの計画に変

わっていくと思うのですが、その辺のバラ

ンスをうまくとっていただいて、もしやの

ときにも備えていただけるように要望い

たしたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 下水道事業の企

業債の借換債でございますが、まず初めに

下水道事業の耐用年数は５０年というと

ころでございます。それで、企業債借入れ

の最大が３０年というところで、その３０

年と５０年のギャップでございますけれ

ども、その辺でそこの部分で一気に３０年

で圧縮するというところでは、まだ減価償

却とのバランスがとれなくなってくると

ころで、その辺で残りの２０年分につきま

して、５０年の耐用年数に対して残りの２

０年分につきまして借換債という形で企

業債の借りかえをさせていただいておる

ところでございますが、資本費が平準化す

るというところでいいますと、２０年分。

今後の部分につきましては、現在は平成２

７年度以降でございますが、その辺で借換

債の制度が公的機関の財務省等では新設

されたのですが、その辺が以前は３０年と

いうところでいいますと、銀行のほうは２

０年という形はできませんで、１０年ごと

に入札して、できるだけ利率の低いところ

で借りかえをして経費の削減を努めてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 借換債の件については、内

容が理解できました。どうしても新たな企

業債を組みながら、更新とかに当たってい

かれると思うのですが、そのあたり摂津市

の場合は、水道料金が他市と比べて云々と

いう話もあります。その中で、摂津市は下

水道の負担部分が他市よりも大きいとい

う話がありますが、その辺、資金繰りとい

うか、財テク部分でいろんな知恵を入れな

がら、少しでも負債を下げていけるように、

今後も努力していただきたいことを要望

として終わります。 

○安藤薫委員長 続いて。弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。そうし

たら私からも何点かお聞きしておきたい
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と思います。 

 一番最初に、この下水道事業会計ですが、

この年度から新たに公営企業法の適用に

よる会計方式に変わったということで、予

算審査のときに公営企業会計に変えるこ

とによるメリットは何なのかということ

での議論もあったかと思うのですが、改め

てこの１年、今でしたら１年半になります

が、この間振り返って、そのときの目的が

達せられているのか、どうなのか、一度聞

いておきたいと思います。 

 それでは、事業の中身に入っていきたい

と思うのですが、決算概要の中での事業項

目でこれもひろっています。まず、経営企

画課にかかわる部分になりますが、１９６

ページのところで、過年度損益修正損管理

事業が１２８万８，２１８円で出ています。 

 備考のところに平成２９年度下水道使

用料の不納欠損額ということであるんで

すが、予算のときには３００万円を組んで

いて、実際決算でこの金額になっています

が、不納欠損にかかわっては、その他特別

損失管理事業のところなどでも引当金と

いうことで、その金額について基礎にした

予算立てだったと思うのです。それから、

１９４ページのところの貸倒引当金管理

事業のところの金額もこれに伴って決算

のところはこの金額になっているという

ことなんですが、そこらあたりの見込みが、

予算のときと決算で差があることについ

て聞いておきたいと思います。 

 それから、事業年報のほうですが、１５

８ページに業務概要で経営比率という表

が載っています。事業年報の業務分析の中

で、下水が出てくるのは今回初めてだと思

うので、ちょっと教えておいてほしいので

すが、汚水処理費、汚水処理原価、経営回

収率が米印１、米印２、米印３ということ

で、欄外のところに説明があるんですが、

よくわからなくて、その米印１、２、３、

それぞれがどういうものであるのかとい

うことを教えていただけたらと思います。 

 次に、下水道事業課にかかわってですが、

決算概要の１９２ページ、雑排水管等管理

事業の項目の中で、鳥飼野々雨水ポンプ設

置工事について上がっております。これは

予算のときにも聞かせてもらって、二つあ

るポンプのうちの一つずつ新しく更新し

ないといけないということで、この年度に

設置されているんですが、このポンプ稼働

時の騒音が随分と気になるということで、

近隣の方からそういう声も上がっている

と聞いているんですが、このポンプの状況

について教えていただきたいと思ってお

ります。 

 次に、水洗化促進事業です。ここには４

８万３，５８０円というふうに上がってお

りますが、その内訳の中で、水洗便所改造

助成金は１３万５，０００円ですから、こ

れは５，０００円の補助が２７件あったの

かなと思います。前納報奨金ということが

この中に含まれるんですけれども、これは

水洗化促進との関係でいったら、どういう

中身だったかなということで、確認の意味

で教えていただけたらと思います。 

 次に、１９４ページ、ガランド水路親水

施設管理事業についてです。この中の修繕

費の項目で、予算の際には２８０万円上が

っている部分が執行額としては２３万４，

９２１円ということで、１割に満たない感

じですが、そこらあたり予定していた修繕

があったのか、今年度執行率が低くなって

いるような理由があるのか、教えていただ

けたらと思います。 

 次に、公共下水道整備事業についてです。

この中には、東別府雨水幹線道路に伴うよ
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うなもので、次年度に繰り越し等もあるの

かなというふうに思うのですけれども、こ

の年度の中での重立った動きについて、教

えていただけたらというふうに思います。 

 それと、この１９４ページの中で、もう

一度水洗化促進事業というのが事業のと

ころで上がってきていて、ここは執行額ゼ

ロ円です。この中身は水洗便所改造資金貸

付金ですが、この制度についてはこの年度

は予算としては組まれていましたが、利用

される方はいなかったということなのか

もしれませんが、ちょっとその中身を、改

めて聞いておきたいと思います。 

 それから、もう一度事業年報のほうにつ

いて見ていきたいんですが、こちらの事業

年報の１１８ページのほうで公共下水道

の普及状況というのが載っています。１１

８ページから１２０ページにかけて載っ

ているんですけれども、年々、人口普及率、

水洗化率、こういうことがふえていってい

るんですけれども、未整備の区域というの

は残っていると思うんですが、その中でも

点在している未整備区域というのが課題

になってこようかと思うんですけれども、

そこらあたり、どういうふうにお考えなの

か。それと下水道接続にかかわっては、積

極的啓発ということでこの間取り組みが

されていると思うんですけど、接続の関係

で戸別訪問による啓発活動をされている

ということ、とりわけ平成２９年度は未接

続理由の聞き取り調査ということも行わ

れているというふうに思うんですが、下水

道の本管が通っているけれども、接続して

いない家庭に対しては、どうして下水につ

ながないのかという調査もされているん

だろうと思うんですけど、そこらあたりど

ういう状況だったのか、聞かせていただけ

たらと思います。 

 もう一点、事業年報の中で、１７８ペー

ジ、ここに下水道使用料等という項目があ

るんですが、その中で、先ほど三好委員が

質問されていた部分と少し関連するかな

と思うんですが、下のグラフで、汚水処理

水量というのが平成２９年度は前年に比

べて上がっています。有収水量というのは、

大体年々下がっている。若干平成２９年度

で上がっているような感じがありますが、

平成２７度と平成２９年度とか、棒折れ線

グラフでは上がっているんですよね。これ

は雨が多かった降雨量などが反映するの

かなということも、先ほどの質問の答弁を

聞いていて思うわけですけども、使用料調

定金額と有収水量という表が上にありま

すが、それとの関係で年間雨量が多いと有

収率が下がるという相関関係になってい

るという理解でよいのか、教えておいてほ

しいと思います。 

 最後、決算書のほうで先ほど部長からご

説明いただいた中の冒頭に、決算書の７２

ページの部分ですが、概況の総括事項①下

水道使用料状況の中で、大口需要家におけ

る使用水量が増加したという説明があっ

たかと思うんですが、これについて、ちょ

っと詳しく内容をお聞かせいただけたら

と思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 弘委員からのご

質問で、１番目の話でございます。昨年度

の公営企業会計化しまして、どういう形に

なったかということだったと思うんです

けど、この平成２９年４月から公営企業と

いう形を取らせていただきました。 

 この平成２９年度の決算も本日、決算審

査という形で運ばせていただいたところ

でございますが、昭和４０年に認可され、
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昭和４６年から下水道事業を進めてきた

中でいいますと、企業会計化にすることに

よりまして、経費負担の原則等、年報もご

ざいますが、決算様式も費用分担も変わっ

てきている中でいったら、経営の状況、単

年度の損益のコスト情報や貸借対照表に

よる長期的な資産負債というストック情

報、経営状況が理解できるようになったの

かなというところでございます。この上下

水道事業との統合という中でいいますと、

その辺のノウハウというのは、経営企画課

を中心に財務処理の方法というのは伝承

は進められてきたのかなというところ、そ

れとまた水道事業、下水道事業、この前の

大阪北部地震もございましたが、下水道事

業のほうは被害が少なく、水道事業のほう

は被害があったという中では、この技術系

２課の意思疎通、コミュニケーションもと

りながら技術系のほうも一つの統合のメ

リットを出してきたのかなというところ

でございます。 

 最後にお話がございました料金の関係

でございますけれども、大口需要家の話も

ございます。平成２９年と平成２８年の調

定数が平成２９年が１，１１５万トン、平

成２８年が１，１１３万トン、その辺で増

になっております。ただ料金のほうは３，

７００万円ほど減少しているというとこ

ろでございますが、その辺は大口需要家、

減少している部分と増加している部分が

ございます。ただ、大口需要家の動向は、

料金表でいいましたら、単価的に高位の部

分でございますので、左右される分が多い

のかなというところでございます。その辺

で、下水道使用料の大口需要家の部分が左

右される部分が往々としてあると理解し

ているところです。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 真鍋課長代理。 

○真鍋経営企画課長代理 二つ目のご質

問にご答弁させていただきます。 

 不納欠損額の件でございます。当初予算

に３００万円組んでおりまして、過年度損

益修正損管理事業で３００万円、その他特

別損失管理事業で過年度貸倒引当金繰り

入れを１，２００万円組んでございました。

このときには、平成２９年度の予算ですの

で、平成２７年度の不納欠損が出ていたと

いうことでございまして、参考にご紹介さ

せていただきますと、平成２７年度の不納

欠損は２８５万円でございました。最新の

不納欠損分が出ておりませんでしたので、

平成２７年度の不納欠損は２８５万円と

いうことで、１年間に３００万円あれば不

納欠損に対応できるであろうということ

で、あらかじめそれを５年間引き当ててお

くということで予算計上をさせていただ

きました。料金課の徴収努力が近年ござい

ますので、平成２９年度の不納欠損の額が

約１２９万円と、年々減少してきておりま

す。というところで、今後不納欠損を幾ら

引き当てるのかというところで、１年間に

１５０万円あれば恐らく対応できるであ

ろうということで、その差が出ております。 

 過年度損益修正損で１２８万８，２１８

円につきましては、平成２４年度の調定分

ですので、平成２９年度の不納欠損の額で

処理させていただいております。 

 その他特別損失の１，２００万円が６０

０万円になっていることにつきましては、

１５０万円掛ける４年間ですね、６００万

円、これは平成２５年度から平成２８年度

調定分ですので、不納欠損の時期としては

平成３０年度から平成３３年度分の４年

間をあらかじめ引き当てをさせていただ

いてるというところで、年々不納欠損の額
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が減少しておりますので、予算と決算の違

いが出ているというところでございます。 

 次に年報の１５８ページの業務分析の

ところでございますが、こちらは決算書の

７３ページをお持ちの方はご覧いただき

たいんですけども、決算書の７３ページの

別表１のところが、年報の１５８ページの

米印２と同じ額になっております。という

ところで決算書７３ページを見ながら説

明をさせていただきたいと思うんですけ

ども、下水道事業運営を行うに当たりまし

て一番大事なところは、汚水処理費を下水

道使用料でしっかりと回収できているか

どうかというところでございます。 

 ７３ページの下から３行目をご覧いた

だきたいんですけども、９４．１％という

ところで１００％を下回っていると。また

一番上を見ていただきたいんですけども、

下水道使用料が１７億５，６００万円、汚

水処理費が１８億７，０００万円というこ

とで、汚水処理費より下水道使用料が少な

くなっておりますので、下水道使用料割る

汚水処理費をすると、９４．１０％という

ところで回収ができてないということに

なりまして、この分は実際どう処理をして

いるのかといいますと、一番下に米印で書

いております分流式下水道に要する経費

１億７４７万２，０００円。これは本来汚

水分ですので下水道使用料で回収すべき

ですけども、現在、一般会計繰入金として

補助を受けております。９４．１％になっ

ているんですけども、年報の１５８ページ

に戻っていただきまして、米印１のところ

でございますが、上から６行目のうち資本

費のところをご覧いただきたいんですけ

ども、これが米印１が、決算で全国で統計

をとるところの数値というところになり

ますけども、分母の、本来汚水処理費は１

８億７，０００万円ぐらいなんですけども、

一般会計繰入金が入っておりますので、そ

の分を差し引くということになります。そ

れが米印１というところで、決算書の７３

ページの汚水処理費が１８億７，０００万

円程度ございますけども、こちらから汚水

処理費の一部につきましては一般会計繰

入金で処理をされてるというところで、汚

水処理費から差し引くということになり

まして、汚水処理費から一般会計繰入金の

１億７００万円を差し引きますと、下水道

使用料とほぼイコールになるというとこ

ろで、それが年報の１５８ページの経費回

収率米印１のところで、９９．８５％とい

う数字が出ておりますけども、汚水処理費

の一部を一般会計繰入金で賄うことによ

りまして、今ほぼ１００％の収支尻が合っ

ているという表になってございます。 

 米印３ですけども、次の１６０ページを

ご覧ください。こちらはあくまで参考なん

ですけども、資本費が企業会計に変わりま

して減価償却費と利息という考え方に変

わりました。今までは元金と利息というと

ころでございまして、現在、減価償却費よ

り元金のほうが大きくなっておりますの

で、資本費が元金ベースでいくとさらに増

えまして、経費回収率の米印３、８７．４

７％で、１００％に達していないというこ

とでございます。 

 大事なことは、決算書７３ページにあり

ますとおり、汚水処理費の一部を一般会計

繰入金で賄うことによって収支尻を合わ

せているという下水道会計の現状でござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 江草課長。 

○江草下水道事業課長 弘委員からの第

１回目のご質問にお答えさせていただき
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ます。 

 まず第１点、鳥飼野々ポンプ場の設置、

その運転の件についてのお問いでござい

ます。 

 鳥飼野々ポンプ場につきましては、鳥飼

野々三丁目で浸水がございまして、平成１

３年の工事で設置したポンプでございま

す。このポンプにつきましては、平成２９

年度１基修理して、１基増設したという形

で、平成１３年当時につきましては１基で

稼働しておった状態でございます。 

 この騒音につきましてでございますけ

ど、住民からそういうお話をいただきまし

て、いろいろ検討しておるところでござい

ますけど、どうしても機械の稼働の音が発

生するという状況でございます。 

 現在、いろいろ対応を検討しておりまし

て、音の方向を変えるとか、水の流れを変

えるとか、どうしてもポンプの稼働音がパ

イプを通じて鳥飼南水路側に響くという

状況でございますの。その辺の対策、軽減

策についてこれからいろいろ試していき

たいということで今動いております。 

 ２点目、水洗化促進事業、前納報奨金に

ついてでございます。これにつきましては

前年度工事したとこ、あるいは開発された

とこにつきまして、受益者負担金制度とい

うのがございます。これは下水道工事の一

部を負担していただくという制度でして、

工事費の６分の１を負担していただくと

いうことで面積に応じた負担金をいただ

いております。 

 この前納報奨金につきましては、受益者

負担金は一括で支払っていただく方法と、

３年間６回分割にしていただく方法がご

ざいまして、一括で納付いただいた方につ

きましては、その納付額の５％相当を減額

するという制度でございます。平成２９年

度につきましては対象１０件中９件が前

納していただいておる状況でございます。 

 続きまして、ガランドの修繕費について

でございます。 

 これはガランドの修繕に対する予算化

でございまして、ガランドの水路につきま

してもかなり老朽化しております。平成２

９年度につきましては大きな修繕が発生

してきませんでした。この支出につきまし

てはガランドの遊歩道につけております

足元灯、これが老朽化したことによって不

点灯の状況になりましたので、それを修繕

したものでございます。 

 続きまして公共下水道整備費、この工事

費の主なものでございますけど、平成２９

年度につきましては三箇牧の雨水幹線の

工事、鳥飼和道で雨水の整備工事、千里丘

新町で吹田市の都市計画道路の延長する

その道路内への合流管の設置工事、あと鳥

飼八町の汚水工事を実施しております。 

 続きまして、資本費のほうの水洗化促進

事業、この貸付金でございますけど、お問

いのとおり貸付金の利用者がなかったも

のでございます。 

 未整備への対応でございますけど、未整

備地区につきましてはいろいろな理由が

ございまして、物理的に敷地がない、私道

で同意がいただけないなど、いろいろござ

います。その中でも下水道事業課のほうで、

その辺、場所ごとの状況を分類分けし、未

整備地区の対応について、順次進めておる

状況でございます。 

 あと水洗化の接続、啓発についてでござ

います。 

 これにつきましては摂津市内９９．１％

の人口整備率、９５％を超えた水洗化率と

なっておりまして、つながってないお宅は

少なくなってきてるという状況でござい
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ます。この中でも近隣からの臭気等の申し

入れや公共水域への水の流出等そういう

情報をいただく中で、戸別訪問させていた

だきまして、接続の啓発を行っておる状況

でございます。やはりつながない、つなげ

ない理由としましては、家の老朽化である

とか、建てかえ時に対応とか、あとお年寄

りのひとり暮らしであるとか、借家である

というのが最近の訪問の中では多数の理

由となってきております。 

 最後に、有収率と雨の関係ということで

ございます。 

 これにつきましては摂津市の安威川以

北については合流地域ということになり

ますので、その中で雨が降ってまいりまし

たら下水道使用料をいただいてない水に

つきましても処理場を通っていく。そこで

処理費用が発生するということで、有収率

が下がってくるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 それでは２回目、続けて質問

させていただきたいと思います。 

 一番最初の公営企業会計に移ってとい

うようなことで、１年間半たって、この決

算の資料をいろいろ見てる中で、やはり以

前出てこなかったいろんな視点というか、

そういうようなものも加わってきてるん

だなということについてはわかりますし、

他市との比較であったり、経営状況をどう

改善していくのかと今後の材料にしてい

くんだというふうなことだと思います。 

 これも総合計画の第９次実施計画なん

かで見てましたら、これをもとに平成３０

年度、今年度については下水道ビジョン策

定していくんだというふうなことであっ

たり、今後のストックマネジメントに生か

していくことがこれから課題になってる

みたいなことも書かれてるのかなという

ふうに思うんですけれども、そういった中

でやはりそういうところを目に見えて市

民の皆さんにもメリットを享受できるよ

うなことが必要だなと以前の議論とさっ

きの答弁を聞かせていただいて、改めて思

ったんですけれども、その点についてはま

た今後に生かしていっていただけたらと

思います。 

 それで、また個別に入っていきたいと思

うんですけれども、下水道使用料の不納欠

損額の点で先ほど聞かせてもらいました。

平成２７年度の実績を下に平成２９年度

の予算は組んでるというようなことなん

ですけれども、平成２９年度だったら平成

２４年度調定分の不納欠損なわけなので、

ある意味平成２４年度以降、その分がどれ

だけ回収できてたのかということからし

たら、必ずしも予算組みの段階で前年度の

分が指標にならなくてもいいんではない

のかなと思うわけで、５年で時効になって

不納欠損になるんだというふうなことや

ったら、それまでの回収状況というか、そ

ういったところから予算も組んだほうが、

正確に予算組みができたんではないのか

なと感じました。 

 その上で、ちょっとこの年報の中で１８

０ページに不納欠損金というようなこと

が表になっているのを見てて不思議に思

ったことが実はあるんですけれども、平成

２８、２９年度のこの不納欠損の件数はそ

れぞれ水道料金の不納欠損の件数と丸々

一致するんです。その以前の平成２５年度、

平成２６年度、平成２７年度の不納欠損の

件数というのは、１００ページのところに

水道の不納欠損の一覧が載ってるんです

けれども、その表で見ると、水道のほうが

件数が多くて、下水のほうはそれよりも大
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体８割ぐらいの件数になってるかという

ふうに思います。 

 下水の接続が今１００％でないわけで

すから、水道料金は払ってるけども下水道

料金は払ってないですよというような方

もおると思うんです。そんな中で平成２８

年度、平成２９年度がイコールになるのが

ちょっとおかしいなと思ったんですけれ

ども、なぜなのかなというようなことで聞

かせていただけたらと思います。 

 次に、事業年報で見ました１５８ページ

で、経営費率の表の中で汚水処理費、汚水

処理原価、経営回収率というのを米印１、

米印２、米印３でそれぞれ計算があるとこ

こで教えていただいて、なるほどというふ

うに思ってるんですけれども、決算書のと

ころには、私も見てて、この米印２のとこ

ろがここには載せてあるんだなというふ

うなことで、汚水処理原価１６７円に対し

て使用料単価が１５７円というようなこ

とでなってる。ここの１０円というのが、

決算書７２ページの経営状況の中で書か

れてた部分で、使用料単価１５７．４７円、

汚水処理原価１６７．３４円となってて、

単純に考えると、ここのところの差をなく

そうと思ったら、使用料を引き上げるみた

いな、そういう議論に今後なっていくのか

なという懸念をしたわけですけれども、実

際の点でいったら、ここに一般会計からの

やはり補填があるんだということです。そ

このところで公営企業会計にするときに

負担の割合を明確化したという説明があ

ったというふうに思うんですけれども、そ

こらあたりで決算書の７３ページのとこ

ろでは、あえて米印２番のところをここに

載せてる理由を聞いておきたいというふ

うに思います。私は言うたら米印１のとこ

ろをここに載せるほうが妥当なんじゃな

いのかなというふうに思ったので、ちょっ

とそこらあたりを教えていただけたらと

思います。 

 次に下水道事業課のほうの質問のほう

へ移ります。 

 鳥飼野々雨水ポンプを取りつけてみて

音が大きいのがわかったというふうなこ

とで、ポンプ稼働時といったら大体雨が降

って浸水が想定されるようなときにこの

ポンプを動かすということなんですけれ

ども、ちょっと思いもよらない音が聞こえ

てきて住民の方が不安になるというよう

なことかというふうに思うんですが、やは

り対応をきちんととっていただくことが

大事だというふうに思いますし、周りの人

にもちゃんとお知らせもして、こういう状

況になってますということだったら不思

議がることもないのかなと思うので、そこ

らあたりの対応は要望として言っておき

たいというふうに思います。 

 次に水洗化のところなんですけれども、

前納報奨金は受益者負担金の分だという

ふうなことで、水洗化促進事業をというよ

うなことに含まれるんだというようなこ

と、改めて認識しましたが、全体的に水洗

化の促進、やはり行く行くは１００％接続

というふうなことを目指すというふうに

していくべきだと思いますし、それに向け

て市民の皆さんにも協力を得ていくこと

が大事だと思います。戸別訪問でずっと回

られてるという努力というようなことも

紹介されてるように、やはりそうしていく

ことでくみ取りや浄化槽を減らしていく、

なくしていく、そういうことにつながって

いくんだと思います。そこのところの処理

費用とかは、今は環境政策課のほうに、決

算のほうでも担当が移ってますけれども、

茨木市や豊能町のほうに処理を委託して
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いる中で、あちらの処理費用もやはり大き

くなっていく可能性ということがあるわ

けです。量は少なくなっていくのに処理費

用がふえていくので、そういったことをな

くしていくためにも、ここのところで頑張

っていく必要があるのかなというふうに

思っております。水洗化の促進というよう

な意味合いで言いましたら、引き続きの努

力を鋭意お願いしておきたいと、これも要

望としておきたいと思います。 

 それと、公共下水の整備とその未整備地

域については、鳥飼八町、三箇牧の雨水幹

線や東別府の雨水幹線で、ここのところ努

力して工事を進めていってるとこですけ

れども、それでもまだ残される未整備地域

が点在していくというふうに思うんです。

そこらあたりはやはり課題で、そこにつな

ぐのには工事も複雑だったり、コストが高

くなったりというようなこともあるのか

なと思うんですが、しっかり整理を行って

いただいて、ここのところも整備の促進に

努力していただきたいなというふうに思

います。 

 ガランド水路のところです。遊歩道の修

繕というようなことが先ほどありました

が、修繕費というのは年々計上されてる金

額がそう変わらないのかな。今、地震以降、

樹木の被害、台風とかもありましたから、

水路に面してる住宅への被害で一部通れ

ないところもしばらくありましたけれど

も、そういったことで平成３０年度、少し

また上がってくるのかなというふうには

感じましたが、そこの点については先ほど

の説明で一応理解しました。 

 最後に、大口需要家の使用水量のことで

答えていただいてましたが、水道会計のと

きにも質問させていただいたかというふ

うに思うんですけれども、ＪＲ東海の件は

どうしてもやはり気になるわけで、地下水

くみ上げを行って、そこで使った分の排水

は下水のほうに来てるんだろうと思うん

ですけれども、そこらあたりの状況がここ

の大口需要家の使用水量というふうにな

ってるのか、そこらあたりの関係のところ、

もう一度明確に教えていただけたらと思

います。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 弘委員からの質

問で最後の件でございますけども、大口需

要家の、今おっしゃられた会社だけではな

いとは思います。大口需要家のほう、今弘

委員がおっしゃられました会社におきま

しては、水道料金はかなり減少をしている

中で言いますと、そこの会社においては下

水道のほうは増加してるというところで

ございます。そこの大口需要家の下水道料

金は増加をしておりますところで言いま

すと、ほかの企業もある程度、大きくとい

うところはございませんですけども、やは

り下水道料金、そういう井水等々をお使い

のところにおかれましては、ある程度水量

は増えてきたというところは、この平成２

９年７月以降の状況ではあるかと思いま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 真鍋課長代理。 

○真鍋経営企画課長代理 経営比率のと

ころで２回目のご質問がございました。決

算書の７３ページ、米印１ではなく米印２

を使っているというところでございます。 

 委員がご指摘のとおり、企業会計になり

まして、今後他市との比較、経営の分析を

していくということが大事になってまい

ります。そこで、総務省からも分析をする

ときは実力ベースということで案内が来

ておりまして、繰入金を除いたもので実態
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をなるべく分析するようにという案内が

来ておりますので、決算書にはこちらを載

せさせていただいております。経費回収率

米印１であると１００％に近い数字がど

の団体もそういうふうになってきますの

で、なるべく現状分析ができるように、国

からもそういう案内がございますので、決

算書には分析ができるように米印２のほ

うを記載させていただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 林部参事。 

○林上下水道部参事 不納欠損の件数に

つきましては、料金課で徴収受託を受けて

おりますので、最終的に不納の件数、内訳

を料金から下水へお出ししております。 

 平成２９年度につきましては、毎月の報

告ができませんので、年度末の最終で金額

をお教えしてますので、予算組みが古い年

度の分でしかできないというところにな

っております。 

 件数につきましては、たまたま滞納して

おられる方が上水・下水両方お持ちの方で

あったので、一緒になっております。ただ、

徴収受託を受けております関係上、分割は

上水から先にいただいておりますので、逆

に下水の件数がふえる場合もあります。分

割で上水が全部お支払いになっていて、下

水が残ってて、下水の件数が多くなるとい

う場合も、多分そんなにはないと思うんで

すけども、あるかとは思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そしたら３回目になります

けれども、聞いておきたいというふうに思

います。 

 公営企業会計の中で先ほど真鍋課長代

理のほうから説明がありました単価の計

算ですね、経営状況の計算なんですけれど

も、そうなのかなというふうに思う半面、

公共下水道というようなことで捉えた場

合に、汚水処理をこの使用料で賄うという

ようなときに、無理があるというふうなこ

との一つに雨水との関連があると思うん

ですよ。 

 降雨量が多いと有収率が下がるみたい

な、そういう相関もあるとさっき説明の中

であったわけで、今後じゃんじゃんと雨が

降るような気候体系になってきたら、なか

なかそこの中で回収が難しくなってくる

ということなんかもあると思いますし、ま

たその公衆衛生、地域の環境をよくしてい

く上で、公共下水道というのは、果たして

いく役割が大きいというふうなことの中

では、使用者だけがそれを負担するという

考えにはやはりならないのかなと思うわ

けで、そういう意味では一般会計からの一

定のこの負担ということのあり方をもう

一度そういう視点からも見ていただきた

いと思います。降雨量が多いときは一般会

計からの繰り入れが多いというふうにな

ってるかといったら、そうじゃないので、

そこらあたりのところもちょっと加味し

て、今後の経営やまた市民負担の問題など

についても考えていっていただきたいと

思います。 

 とりわけこの平成２９年度、市民からは

上下水道料金を引き下げてほしいという

請願があった、そういう年でもあるという

ふうに思うんですね。そういった意味で改

めて企業会計になった下水のほうで、企業

努力として再度考えておく必要があると

いうようなこともつけ加えて言っておき

たいというふうに思います。 

 それと合わせて、大口需要家のこの間の

動向の中で、ＪＲ東海の鳥飼基地について

は、地下水だけども排水の際は下水道メー
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ターをつけて、その分で料金を把握してる

というふうに認識しておりますけれども、

それは増加には余りつながってないのか

なと私は思ってて、それがけさの使用料状

況のところで大口需要家の使用料だけが

ふえてるのではないというような話でし

たから、市内企業、いろいろなところで経

営の状況が変わってきてる部分があるの

かなというようなことも感じました。 

 そこらあたり、きょうの時点では結構で

すけれども、一般の使用者とそれからいわ

ゆる大口需要家がどうなのかみたいなこ

とでは、こういった表とかには指標として

は出てきてないのかなと思うので、またも

しそういうのが分析としてわかるような

ものもあれば、その都度いただけたらなと

いうふうに思います。 

 要望で結構です。 

○安藤薫委員長 では続いて、楢村委員。 

○楢村一臣委員 事務的なことで一点だ

けについてお聞きしたいと思います。 

 決算概要１９４ページですけども、経営

企画課の一般事務事業の中央送水所施設

使用負担金が決算額１，１８９万２，００

０円ほど上がってます。 

 この負担金については、下水道の部署が

本庁から上下水道水道庁舎のほうに移っ

たことでの負担金なのではないかと思っ

てるんですけど、決算書３４ページに下か

ら三つ目、他会計負担金ということで下水

道事業会計負担金というのがありまして、

平成２８度決算では７０万であって、今回

１，２１７万３，０００円というふうにあ

りまして、先ほど言いました決算概要の１，

１８９万円の歳出がこの歳入で受けられ

たのではないのかなというふうにちょっ

と私は思ってたんです。 

 それで、内容や内訳を聞きたいなという

ふうに思ってたんですけども、決算書８２

ページの下水道事業収益の営業外収益の

建物物件収益に、施設使用料とありますが、

先ほど部長の説明でたしか新館４階の下

水道のフロアに対しての使用料がここで

入ってるというふうなことを聞いたんで、

その使用料が入るということは、本庁の職

員が入るということによって下水道に使

用料が入ってきたというふうに受け取っ

たんですけど、その建物自体が４階だけの

ものなのか、１，４００万円の歳入という

ふうなのはどういったものなのか教えて

ほしいというのと、あと、この歳入がそう

いった形であると思ってなかったので、こ

の１，４５８万２，０００円の歳出の出ど

ころなんですけど、どこの課が持ってて、

この歳入に入ったというふうなことをち

ょっとわかれば教えてほしいというのが

あります。下水道事業会計から今度中央送

水所施設使用負担金で出て、水道事業会計

の歳入で受けたというふうなことやと思

うんですけど、下水道から出した部分は１，

１８９万円で、下水道が受けたのは１，４

５８万円というふうなところで、積算基礎

の内容についてはほぼ変わらないと思い

ますけど、賃料とかいろいろあると思うん

ですけど、どういった内訳でそういった内

容なのか教えてもらっていいですか。質問

は１点だけです。 

○安藤薫委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員からの

質問でございますが、中央送水所の施設使

用負担金という部分でございますが、楢村

委員おっしゃるとおり、元の水道庁舎、今

の上下水道庁舎のほうには下水道の部署

も入ってくるというところで、旧の水道庁

舎は水道料金が基本となりますが、それで

資産構築した物件であるというところで
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いいますと、下水道事業というところが入

ってくるということで、当然その賃料等々

は発生してくるところでございます。 

 その辺で言いますと、この費用分担の内

訳といいますか、そういう内容で言いまし

たら、細かい話にはなってくるかと思うん

ですけども、業務スペースの賃料とか、当

直とか清掃業務とかいうところ、また光熱

費についても、いろいろ考え方あるんです

けど、光熱関係やったらやはり人数割とか

いうのございます。清掃では面積割とか、

いろいろ一つ一つのことを積み上げてい

って費用を按分をしておるところでござ

います。その中で言いましたら、電話の使

用は人数割とか、そんな細かいところで、

修繕費は面積割とかで算定しておるとこ

ろでございます。それに対して１，１８９

万２，０６７円が下水道事業から水道事業

に入ってきたというのが一つでございま

す。 

 それと逆でございます。市役所庁舎の施

設でございますけども、使用負担金という

形でございます。この件につきましては先

ほど、これも楢村委員おっしゃるとおり、

平成５年当時、新庁舎を建てるときに、４

階部分でございます。そこの部分につきま

しては、市役所全体８，１１０平米ござい

ます。そのうち当時の下水道会計が占有し

た面積が６７０平米、その辺の比率を持ち

まして、この費用を出す手法としましては、

全国市有物件共済の再調達価格、ここの現

状ではこの新庁舎、再調達価格の２９億円

かかるというところでその比率を出しな

がら１，４５８万２，０００円分を、今で

言いますと産業振興課等々が使われてる

部分ですかね、今４階の部分で、そこの部

分の、当時起債を投入して建物構築したと

ころで、当然下水道事業もそちらの分も起

債の分の償還しているというような状態

の中では、賃料いただくというところで、

利用権を持ってるという形で賃料いただ

いてるというところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 真鍋課長代理。 

○真鍋経営企画課長代理 営業外収益の

委員ご指摘の市役所本庁舎施設使用負担

金１，４５８万２，２４０円の財源でござ

いますが、決算概要の１１２ページをお開

き願います。 

 そちらに下水道事業会計繰出金２０億

円ございます。その２０億円の一部でござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 内容については理解を

しました。再確認なんですけど、全部のう

ちの６７０平米ぐらいという、その部分を

下水道会計で負担したということで理解

します。 

○安藤薫委員長 ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４５分 休憩） 

（午前１１時４９分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決い

たします。 

 認定第１号所管分について認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 
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 認定第２号について認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 認定第３号について認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時５０分 閉会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ
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